
船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２击第５７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年９月１２日 ０３時５７分ごろ 

発生場所 北海道松前町白神岬南南西方沖 

 白神岬灯台から真方位２１０°７.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°１７.２′ 東経１４０°０６.７′） 

事故等調査の経過  平成２４年１０月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（击

館事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 PORT
ポ ー ト

 MAY
メ イ

（セントビンセント及びグレナディーン諸島

籍）、３,９８８トン 

   ８９１２８０７（ＩＭＯ番号）、AVANGARD-5 SHIPPING CO SA 

Ｂ 漁船 第八開運
かいうん

丸、９.１トン 

ＨＫ２－２２４３７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 不明 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ 不明 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 不明 

Ｂ 船首部に亀裂を伴う凹損 

 事故等の経過  Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、まぐろはえ縄漁の投縄作業を

行いながら、自動操舵によって約５.８ノットの対地速力で南進中、

平成２４年９月１２日０３時５７分ごろ、白神岬南南西方沖におい

て、東進中のＡ船と衝突した。 

 Ｂ船は、衝突後、操業を中止し、自力で松前町松前港に入港したの

ち、所属漁業協同組合を通じて海上保安部へ本事故の発生を通報し

た。 

Ａ船は、衝突後、停止せずに東進した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

日出時刻：０５時１６分ごろ 

 その他の事項 

 

 Ｂ船の乗組員は、後部甲板で投縄作業を行っていた。 

船長Ｂは、衝突して初めてＡ船に気付いた。 

船長Ｂは、約５分毎に操舵室へ赴いてレーダーで他船の動静の確認

を行っていたが、レーダーに約０.５Ｍ間隔で映る僚船の映像もあ

り、Ａ船の映像に気付かなかった。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ船は、白神岬南南西方沖を東進中、南進中のＢ船と衝突したもの

と考えられるが、Ａ船から情報が得られなかったため、衝突に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、白神岬南南西方沖において、まぐろはえ縄漁の投縄作業を

行いながら南進中、船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったこと

から、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、白神岬南南西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船

が投縄作業を行いながら南進中、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、投縄作業中であっても見張りを適切に行うこと。 

 


